
国内規制（炉規法、RI法）

国際
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放射線医学研究所における規制支援関連研究等の中立性・透明性の確保の取組について

2
・自己規制基準に基づき、原子力事業者等の毎年度の寄附金等の受領、受託・
共同研究等の実施状況を確認
・その他、自己規制基準に鑑み疑義のある事例が生じた場合に個別に確認
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国際機関における専門家の議論
を通じて中立性・透明性が確保さ

れる仕組みがある
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規制支援審議会 炉規法の規制内容に直接
関連しない

中立性・透明性を
一層明確にする

【自己規制基準】
・特に社会通念上中立性に疑義が生じか

ねない者※に対する原則を定める
・有識者からなる規制支援審議会の設置 所長に助言

規制関連研究等：放射線の影響や防
護に関する研究あるいは被ばく医療
研究又は原子力防災に関連する研究
及び業務（人材育成等含む）
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QSTは、炉規法及びＲＩ法の被規制者である一方、原子力規制委員会の技術支援機関でもあり、規制関連研究等を放射線医学
研究所において実施している。ただし炉規法の規制内容に直接関連するものは行っておらず、また、研究データが国内規制に
反映されるまでには中立性・透明性を確保する仕組みがある。
しかしながら、その中立性・透明性を一層明確なものとするため、自己規制基準において、社会通念上中立性に疑義が生じ

かねない原子力事業者（対象とする原子力事業者）との受託・共同研究等に関する原則を定め、外部委員からなる規制支援審
議会の確認を得ることとしている。

基準に関する報告、勧告等
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UNSCEARWHO

IAEA

中長期目標・計画

評価を通じた研究内容・
進捗状況の確認

※商用原子炉を保有する事業者等
（対象とする原子力事業者）

規制

対象については次ページ
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学術機関

公的機関

• 共同・受託研究契約
• 寄附の受入
• 人的交流

企業

原子力
事業者

原子力事業者の内、原子炉を保有する事業者等
【商用原子炉保有、加工、貯蔵等の事業者】

（ 自己規制基準（ ※ ）により対象とする原子力事業者）

QSTとの間で共同研究や受託研究等
の契約や寄附金の受入がある機関

原子力災害対策特別措置法上の
原子力事業者

規制支援審議会の対象

ただし、疑義があるような事業は、審議にかける
※自己規制基準：
「放射線医学研究所における規制関連研究等の中立性・透明性
の確保について（自己規制基準）」（令和６年４月１日）

＜電力会社＞
北海道電力（株）、東北電力（株）、東京電力ホールディングス
（株）、中部電力（株）、北陸電力（株）、関西電力（株）、中
国電力（株）、四国電力（株）、九州電力（株）
＜その他民間＞
リサイクル燃料貯蔵（株）、日本原燃（株）、（公財）核物質管
理センター、日本原子力発電（株）、原子燃料工業（株）、MHI
原子力研究開発（株）、三菱原子燃料（株）、日本核燃料開発
（株）、（株）グローバル・ニュークリア・フュエル・ジャパン、
東芝エネルギーシステムズ（株）
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